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    新しい年を迎えて 
  

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 会長 渡邉健二  

 新年おめでとうございます。 

 令和4年の新春に当たり、日頃から労働災

害防止活動にご尽力いただいている会員事業

場の皆様をはじめ関係の方々に心から感謝申

し上げます。 

 一昨年来の新型コロナウイルス感染症の影

響により、皆様におかれましても事業活動に

様々な影響を受けておられることと拝察いた

します。緊急事態宣言は、昨年9月30日を

もって終了いたしましたが、その後オミクロ

ン株による脅威が指摘されるなど、今後とも

留意する必要があります。引き続き、労働災

害防止対策に係る諸施策を実施する際には、

感染防止に関する国並びに都道府県の要請等

を踏まえて、感染防止対策を徹底することは

もとより、実施方法を工夫し、Webの活用な

ど新たな手法を併用しながら各種事業を展開

してまいります。 

 

 さて、陸運業における労働災害の現状を見

てみますと、死亡者数・死傷者数ともに増加

という、危惧される状況になっております。

11月末の速報値によりますと、死亡者数は76

人で、前年同期に比べ4人増加し、休業4日以

上の死傷者数も13,903人となり、前年に比べ

913人、7.0％の増加となっております。特に

荷役関連災害がその多くを占めている状況に

あります。 

 昨年9月には、厚生労働副大臣から陸運業

における労働災害防止に向けたより一層の取

組について要請をいただきました。この要請

を踏まえ、当協会としても、荷役作業時の労

働災害の減少に向けて、さらにその対応を徹

底することが重要です。 

本年は陸上貨物運送事業労働災害防止計画

（5か年計画）の最終年度となります。なん

としても目標を達成すべく、労働災害発生状

況を踏まえ、死亡災害については、交通労働

災害の防止及び荷役災害の防止、死傷災害に

ついては、荷役関係災害の防止を最優先に、

総力を挙げて取り組むこととし、本部・支

部、会員事業場が一体となって、計画的・継

続的な安全衛生活動を推進し、最終目標に向

けて一段と努力してまいります。 

 具体的には、令和4年は次の取組を重点と

して行うこととします。 

 

 第一は、荷役災害の防止です。 

 陸運業の死傷災害の多くを荷役災害が占め

ている現状を踏まえ、荷役作業の安全対策ガ
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イドラインの一層の周知とその履行を進める

とともに、荷役災害の多くが荷主等の構内で

発生していることから、荷主等を対象とした

指導、支援も引き続き実施してまいります。

また、特に厚生労働副大臣からも強く要請の

ありましたロールボックスパレット及びテー

ルゲートリフターの取扱いにつきましては、

あらゆる機会をとらえて、チェックリストの

活用による事業者の取組等を強力に推進する

こととしており、荷主等と連携した災害防止

対策を推進してまいります。 

 さらに、荷役作業の安全対策のあり方や人

材育成等について検討する「陸上貨物運送業

における荷役作業の安全対策検討会」を新た

に設置し、昨年末から検討を開始したところ

であり、その検討結果等を踏まえ、厚生労働

省の支援のもと、荷役災害防止対策の充実に

努めてまいります。 

 また、フォークリフト運転者の安全・正

確・迅速な荷役作業の技能を評価し認定する

ことにより、フォークリフトに係る事故全般

の減少につなげることを目的とするフォーク

リフト荷役技能検定制度の一層の充実を図

り、本検定試験を実施するとともに、出張試

験の拡充にも努めてまいります。 

 

 第二は、交通労働災害の防止です。 

 交通労働災害による死亡者数は、全体の半

数近くを占め、しかも昨年から増加しており

ます。このため、「交通労働災害防止のため

のガイドライン」に基づく取組を進め、未熟

練労働者、高年齢労働者対策と合わせ交通労

働災害の防止を推進してまいります。 

  

 第三は、健康確保対策の推進です。 

 陸運業の健康診断における有所見者数の割

合は、他業種に比し高い水準にあり、さらに

脳・心臓疾患の労災認定件数が業種別で最も

多い状況が継続しています。 

 こうした現状を踏まえ、過労死等の大幅減

少を目指し、引き続き全日本トラック協会の

定めた「過労死等防止計画」の具体的行動計

画に基づいた連携により、長時間労働による

過労死等の予防対策を推進します。また、ス

トレスチェックの実施とその結果に基づくメ

ンタルヘルス対策を一層推進します。 

 こうした重点的な取組とともに、当協会が

実施している諸活動の充実にも取り組んでま

いります。 

 第37回全国フォークリフト運転競技大会は

10月1日、2日に中部トラック総合研修セン

ター（愛知県）において、第58回全国陸上貨

物運送事業労働災害防止大会を11月10日に広

島市において開催します。昨年の両大会は新

型コロナウイルス感染症対策を徹底した運営

を行い、多くの会員各位のご理解とご参加を

いただきました。本年は昨年を上回る大会に

したいと準備を進めております。 

 昨年運用を開始した「陸災防労働災害事例

生成ツール」につきましても、登録事例の一

層の充実を行い、会員事業場における労働災

害防止に活用いただけるよう、周知、拡充に

努めてまいります。 

 また、労働災害防止に向けた有益な情報

を、迅速かつ適切に会員の皆様にお届けでき

るよう、広報誌「陸運と安全衛生」の充実を

図るとともに、好評をいただいております

「陸運と安全衛生 Year Book」も、引き続き

お届けしてまいります。 

 

 陸運業界は従前から従業員の高齢化、人手

不足など多くの課題を抱え、燃油費の高騰等

を始めとして厳しい経営環境にあります。加

えて新型コロナウイルス感染症の影響により

求められる対策が多岐にわたりますが、働く

方々が健康で、安全に働くことができる労働環

境の改善と、経営トップが先頭に立った積極的

な安全衛生活動の推進が何より重要です。 

 会員事業場の皆様には、当協会の活動に引

き続きのご理解とご尽力を賜りますようお願

い申し上げますとともに、「年末・年始労働

災害防止強調運動」（12月1日～1月31日）が

実施されていますこの時期に、「職場の安全

衛生自主点検」の実施など労働災害防止の取

組になお一層のご高配を賜りますよう重ねて

お願い申し上げます。 

 

 この一年が希望と活力に溢れる良き年とな

りますよう祈念いたしますとともに、皆様方

のご健勝とご発展をお祈り申し上げ、新年の

ご挨拶とさせていただきます。 
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 令和４年労働基準局長年頭所感 
 厚生労働省労働基準局長 吉永和生  

 あけましておめでとうございます。 

 新年を迎え、心からお慶び申し上げます。

本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 令和4年の年頭に当たり、改めて日頃の労

働基準行政への御理解と御協力に感謝申し上

げますとともに、今後の労働基準行政につい

て述べさせていただきます。 

 

 第一に、新型コロナウイルス感染症対策に

ついてです。 

 新型コロナウイルス感染症は、全国的に減

少傾向にあるものの、新たな変異株が確認さ

れる等、依然として予断を許さない状況にあ

ります。当局においても、職場において特に

留意すべき「取組の５つのポイント」や「職

場における新型コロナウイルス感染症の拡大

を防止するためのチェックリスト」等を作成

し、関係団体に対し累次の協力依頼を行って

きたところであり、引き続き、感染状況を注

視しつつ、職場における新型コロナウイルス

対策の推進に取り組んでまいります。 

 

 第二に、働き方改革に関する対応について

です。 

 令和6年4月から時間外労働の上限規制が適

用されることとなっている医師については、

改正医療法等を踏まえ、時間外労働・休日労

働の上限を設けるなどの省令改正等を昨年

行ったところであり、労働基準行政において

も、医療行政と連携しながら、労務管理面で

の医療機関への支援を引き続き進めてまいり

ます。 

 「自動車運転者の労働時間等の改善のため

の基準」については、年内の見直し案のとり

まとめに向け、関係公労使に引き続き御議論

いただき、検討を進めてまいります。 

 裁量労働制の検討につきましては、昨年よ

り検討会を開催しており、裁量労働制が制度

の趣旨に沿って、労使双方に有益な制度とし

て活用されるよう、実態調査の結果や、労使

の現場での運用状況等を踏まえ、丁寧に検討

を進めてまいります。 

 また、現在、無期転換ルールの見直しと多

様な正社員（勤務地限定正社員、職務限定正

社員等）の雇用ルールの明確化等について検

討会を開催しているところであり、その取り

まとめ結果を踏まえ、労働政策審議会におい

て、検討を進めてまいります。 

 

 第三に、労災補償における対応についてで

す。 

 昨年9月、脳・心臓疾患の労災補償におけ

る認定基準を改正したところです。また、精

神障害の認定基準については、昨年12月に検

討会で議論を開始したところです。これらを

踏まえ、引き続き適切な労災認定を行ってま

いります。 

 フリーランスの方に対する労災保険の適用

については、労災保険特別加入制度の対象範

囲の見直し等に向けて引き続き議論を行って

まいります。 

 昨年6月に成立した「特定石綿被害建設業

務労働者等に対する給付金等の支給に関する

法律」については、給付金の支給等に必要な

予算が補正予算により確保されたところであ

り、その施行に向けた準備を着実に行ってま

いります。 

 

 第四に、最低賃金についてです。 

 最低賃金の引上げに当たっては、中小企業

が賃上げしやすい環境整備が重要です。この

ため、政府としては、生産性向上等に取り組

む中小企業への支援強化、下請取引の適正

化、金融支援等、賃上げしやすい環境整備に

一層取り組みつつ、最低賃金については、よ

り早期に全国加重平均1,000円とすることを

目指していきます。 

 

 第五に、労働安全衛生対策についてです。 

 近年の労働災害による死亡者数は、長期的
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新年を迎え、心からお慶び申し上げます。本

年も何とぞよろしくお願い申し上げます。令

和4年の年頭に当たり、改めて日頃の労働安全

衛生行政への御理解と御協力に感謝申し上げ

ます。 

 

我が国の人口は、減少に転じておりますが、

出生率の低下を背景に、いわゆる団塊ジュニ

ア世代が 65 歳以上となる 2040 年頃に向け

て、15歳から 64歳層の人口の減少が加速する

と見込まれています。こうした人口構造の変

化の中で、働く人一人ひとりが心身ともに健

康を保ちながら、意欲や能力を一層発揮でき

る環境づくりが重要な課題となっており、労

働災害の防止に向けた取組も一層強く求めら

れております。 

近年の労働災害による死亡者数は、減少し

ているものの、労働災害による休業4日以上の

死傷者数は、高年齢労働者の労働災害の増加、

転倒、腰痛などの行動災害の増加により、増加

傾向にあります。 

特に昨年は、社会福祉施設、小売業及び陸上

貨物運送事業における労働災害が急増したこ

とを踏まえ、関係団体に対して、各業種の労働

災害発生状況を踏まえた課題への重点的な取

組への協力を依頼したところです。 

令和4年度は第13次労働災害防止計画の最

終年度です。労働災害減少に関する目標の達

成が厳しい状況にあることも踏まえ、より一

層力を入れて、労働災害防止に取り組んでま

いります。 

また、一昨年来、職場における新型コロナウ

イルス感染症の感染防止対策が重要となって

おります。新規感染者数は全国的に減少傾向

にありますが、依然として予断を許されない

状況にあります。 

職場における新型コロナウイルス感染症の

拡大防止を図るために、これまで、職場におい

て特に留意すべき「取組の５つのポイント」や

「職場における新型コロナウイルス感染症の

拡大を防止するためのチェックリスト」の活

用等により、職場における感染予防、健康管理

の状況を確認した上で、職場の実態に即した

感染拡大防止対策を検討することなど、労使

が一体となって感染拡大防止対策に取り組ん

でいただくよう、協力依頼をしてきたところ

です。 

引き続き、感染状況を注視しつつ、職場にお

ける感染防止対策に全力で取り組んでまいり

ます。 

 

働く人の安全確保対策について申し上げま

す。 

第 13 次労働災害防止計画（計画期間：平成

30 年度～令和 4 年度）の重点業種への対策の

ほか高年齢労働者の増加を踏まえ、高年齢者

が安心して安全に働ける職場環境の実現を目

的として作成した、事業者と労働者が講ずべ

き措置を盛り込んだガイドラインの周知や、

高年齢者の労働災害防止に取り組む中小企業

に対する補助金による支援を進めてまいりま

す。 

に減少しているものの、労働災害による休業

4日以上の死傷者数は、高年齢労働者の増加

やサービス産業における高年齢者の就労の拡

大等の就業構造の変化等により、増加傾向に

あります。 

 労働災害が増加している業種への対策のほ

か、高齢者の労働災害を防止するための取組

の推進を図ることなどにより、労働災害防止

対策に取り組んでまいります。 

 

 以上の施策を中心に、働く方々にとってよ

り良い労働環境を整備できるよう、職員一同

全力を挙げて取り組んでまいりますので、今

後とも、一層の御理解、御協力を賜りますよ

うお願い申し上げ、新年の挨拶とさせていた

だきます。 

  

令和４年安全衛生部長年頭所感 
厚生労働省労働基準局安全衛生部長 武田康久  



陸運と安全衛生 №632 令和4年1月（毎月1回10日発行）                              （5） 

 

また、外国人労働者の受入れが進み、外国人

の労働災害が増加傾向にある中で、日本語に

不慣れな外国人労働者に対する安全衛生教育

の重要性が増していることから、雇入れ時な

どに活用できる視聴覚教材の普及等に努めて

まいります。 

 

次に、働く人の健康確保対策について申し

上げます。 

職場におけるメンタルヘルス対策を推進す

るため、ストレスチェックの実施の徹底、集団

分析の結果を活用した職場環境改善の取組の

促進、ストレスチェックの実施率が低調な労

働者数 50 人未満の事業場に対する支援を

図ってまいります。 

また、「事業場における治療と仕事の両立支

援のためのガイドライン」の周知や両立支援

コーディネーターの育成・配置等を進めるこ

とにより、企業・医療機関の患者に対する支援

ノウハウの強化を図るとともに、地域両立支

援推進チームの取組等を通じて、がんや難病

等と仕事との両立に向けた地域における相談

支援体制の構築等を進めてまいります。 

さらに、昨年 7 月に公表した「職場における

化学物質等の管理のあり方に関する検討会」

の報告書を踏まえ、国が定めた管理基準など

化学物質の危険性・有害性情報を伝達する仕

組みを整備・拡充し、伝達された情報に基づく

リスクアセスメントにより、適切なばく露防

止措置を事業者が自ら選択して実行する自律

的な管理を基軸とする規制への移行に向け、

必要な法令改正を行い、支援体制の整備を図

るとともに、周知・指導等を図ってまいりま

す。また、本年 4 月より、建築物等の解体・改

修工事における石綿使用の有無に係る事前調

査結果等の電子報告制度が始まります。引き

続き、施行に向けて周知・指導等を図るととも

に、解体・改修工事における石綿ばく露防止を

図ってまいります。 

 

こうした施策を中心に、労働災害防止団体

や労使団体をはじめ関係団体の方々と連携

し、働く人の日々の仕事が安全で健康的なも

のとなり、働く人にとって、より良い将来の展

望を持ち得るような社会づくりを進めてまい

る所存です。 

今後とも、労働安全衛生行政への一層の御

理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上

げまして、新年の挨拶とさせていただきます。 
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交通局長年頭挨拶       

警察庁交通局長 楠 芳伸 

 新年おめでとうございます。 

 皆様には、日頃から陸上貨物運送事業に係

る交通事故防止対策に御尽力いただきますと

ともに、警察行政の各般にわたり、深い御理

解と多大な御支援をいただいておりますこと

に対し、厚く御礼申し上げます。 
 

 さて、昨年の交通事故による死者数は、

2,636人で、警察庁が保有する昭和23年から

の統計で、5年連続で最少を更新しました。 

 これもひとえに、皆様をはじめ平素から交

通安全活動に携わる方々の御尽力のたまもの

であると、改めて感謝申し上げますととも

に、深く敬意を表する次第であります。 
 

 しかしながら、今なお多くの尊い命が交通

事故で失われていることには変わりなく、子

供が犠牲となる痛ましい交通事故や、飲酒運

転をはじめとする悪質・危険な運転による交

通事故も依然として後を絶ちません。 
 

 こうした状況を受けて、政府は昨年8月に

緊急対策を決定し、通学路等における子供の

安全確保や飲酒運転根絶に取り組んでいると

ころです。 

 警察といたしましても、これらの取組に重

点を置きつつ、第11次交通安全基本計画に基

づき、政府が目標とする「世界一安全な道路

交通」の実現に向けて、各界各層と連携しな

がら、子供や高齢者をはじめとする歩行者の

安全確保、自転車の遵法意識の向上に向けた

交通安全教育や広報啓発活動の推進、飲酒運

転をはじめとする悪質・危険な交通違反の指

導取締り等の多角的な取組を効果的かつ強力

に推進してまいります。 
 

 交通事故は、国民の誰もが当事者となるお

それのある身近な問題であり、安全で快適な

交通社会を実現するためには、関係機関・団

体と地域、家庭、職場などが緊密に連携し、

官民一体となって、国民一人一人の交通安全

意識を高めていくことが必要不可欠と考えて

おります。 
 

 貴協会におかれましては、引き続き、貨物

自動車に係る交通事故防止を図るとともに、

事業に携わる運転者が一般ドライバーの模範

となるよう、適切な運行管理や効果的な運転

者教育の実施について、なお一層の取組をお

願い申し上げます。 
 

 結びに、貴協会のますますの御発展と皆様

の御健勝、御多幸を祈念いたしまして、新年

の挨拶とさせていただきます。 

事業場名 労働者数 無災害期間 支部名

第2種 株式会社大清福島事業所 14名 平成28年9月23日～令和3年9月22日 福島県

第2種 東北福山通運株式会社会津西営業所 12名 平成28年10月15日～令和3年10月14日 福島県

第2種 ロジトライ東北株式会社会津事業所  7名 平成28年10月1日～令和3年9月30日 福島県

第3種 ケーワイ輸送  6名 平成23年2月7日～平成30年2月6日 福島県

小企業無災害記録事業場〔令和3年12月〕

陸災防では、常時29人以下の労働者を使用する事業場の無災害記録について、表彰を行っています。
この無災害記録には、第1種から第5種までの5種類があり、第1種は3年間、第2種は5年間、第3種は7年間、第4種は
10年間、第5種は15年間の無災害を称えるものです。

●申請方法
本表彰は、会員事業場からの申請により実施しています。申請に当たっては、各都道府県支部にお申し出ください。
事業場の安全衛生に対する取組を応援するため、この制度をご活用ください。
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【全国フォークリフト運転競技大会】   

一般の部優勝者が石川労働局長を表敬訪問 

 令和3年12月17日、第36回全国フォークリフト運転競技大会一般の部優勝者今村英二選手は、

中田徹陸災防石川県支部長とともに石川労働局を訪問し、 田研一石川労働局長へ大会一般の部

優勝を報告しました。 

  

  

  

  

  

 

 

 

  
左から中田石川県支部長、今村選手、 田石川労働局長 

【本部の活動】 

｢第1回陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する
検討会｣開催される 

 陸運業における労働災害の約7割は荷役作業時に発生しており、またその約7割が荷主、配送先

等で発生していることから、陸災防では、平成25年に厚生労働省から示された「陸上貨物運送事

業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の普及及び定着を図ってきたところです。 

 しかしながら、その後も労働災害の増加傾向が続いていることから、今般、厚生労働省の支援

を受け、学識経験者、労使代表者等による検討会を設置し、今後の安全対策のあり方等について

検討を行うこととしました。同検討会においては、①荷役作業における安全対策のあり方、②荷

役作業に従事する者や安全管理を担当する者等の人材育成、③荷役作業における安全意識の高揚

のための支援等について検討を行うこととしています。 

 令和3年12月24日(金)(メルパルク東京)、第1回検討会が開催され、上記論点を中心に精力的に

検討を進め、令和4年3月に中間報告、6月末に最終報告を取りまとめることとされました。 

 同検討会の経過については、随時ご紹介していくこととします。 

挨拶を行う厚生労働省
労働基準局安全衛生部
安達安全課長 

検討会の様子 
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佐々木岩手県トラック
協会専務理事 

【支部の活動】 

岩手県支部が厚生労働副大臣要請を受け、ロールボックスパ
レット・テールゲートリフターの取扱いによる労働災害防止
研修会を開催 

 

 陸災防岩手県支部は、令和3年12月10日㈮

岩手県トラック協会総合研修会館にて「業態

別労働災害防止研修会（ロールボックスパ

レット・テールゲートリフター）」を開催し

ました。 

 

  

厚生労働省副大臣からの要請内容を踏まえて

開催 

 同研修会は、陸災防岩手県支部が岩手県ト

ラック協会と共催にて会員を対象に毎年開催

されています。 

今年度の研修会は、令和3年9月29日厚生

労働副大臣からの「陸上貨物運送事業におけ

る労働災害防止に向けたより一層の取組に関

する要請」を踏まえ、各支部がその対応を求

められたことから、「ロールボックスパレッ

ト及びテールゲートリフターの取扱いにおけ

る安全対策」を研修内容として開催されまし

た（厚生労働副大臣要請内容につきましては

当誌10月号№628をご参照ください。）。 

研修会は、岩手県支部の会員事業場21社

26名が出席されました。 

  

陸災防岩手県支部事務局長及び岩手県トラッ

ク協会専務理事から挨拶 

 始めに、陸災防岩手県

支部柴谷事務局長から開

会の挨拶とともに今年度

の研修会内容は厚生労働

副大臣要請等を受け選定

したことの説明がありま

した。 

 

続いて、岩手県トラッ

ク協会佐々木専務理事か

ら令和3年岩手県支部会

員事業場の労働災害発生

状況等について説明があ

り「本研修会を労働災害

防止に向けた取組の一助 

にしてください」との挨拶がありました。 

次いで、講話が厚生労働省岩手労働局健康

安全課長及び陸災防安全管理士から行われま

した。 

  

岩手労働局健康安全課長の説明（要旨） 

八重樫岩手労働局健康

安全課長からは次の内容

について説明が行われま

した。 

⑴岩手県内の労働災害発

生等の状況について 

⑵厚生労働副大臣からの

要請関係について 

・ロールボックスパレット・テールゲート

リフターの安全な取扱い（使う前の5つ

の基本チェックリスト他） 

⑶陸運業における荷役作業の安全対策ガイド

ライン等について 

 ・車両系荷役運搬機械・荷役作業等に関わ

る労働安全衛生法令 

 ・「墜落・転落、腰痛症等、転倒、はさま

れ・巻き込まれ」災害防止のポイント 

⑷その他の労働災害防止対策について 

・交通労働災害防止のためのガイドライン 

・はしご・脚立作業前のチェックリスト 

・いわて年末年始無災害運動 

⑸荷役災害防止設備の事例について 

 ・テールゲートリフターを利用した渡し、

ロールボックスパレットと積載パレット

の規格化等 

柴谷岩手県支部事
務局長 

八重樫岩手労働局
健康安全課長 
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陸災防安全管理士の説明（要旨） 

堀野陸災防安全管理士

からは次の内容について

説明が行われました。 

１ロールボックスパレッ

トの安全な取扱い 

⑴ロールボックスパレッ

ト起因の労働災害発生

状況 

 ・労働災害発生原因の約8割が「不適切な

取扱い」 

・ロールボックスパレット起因の死傷者数

を平成21年と平成26年で比較したとこ

ろ、10歳代～30歳代はほぼ同数であっ

たが、40歳代～70歳以上は2倍近く増加

している。 

・経験年数による発生件数は、経験年数1

年以下が全体の40%以上を占めている。 

・負傷の型別件数は、骨折が50％を占めて

いる。 

⑵災害報告によく出てくるキーワード 

 「段差」、「渡り板」、「ストッパー」 

⑶DVDビデオ視聴を含めた操作方法の説明 

２テールゲートリフターの安全な取扱い 

 テールゲートリフター使用時の災害防止対

策4点について、災害事例の紹介とともに説

明がありました。 

 ⑴車は水平な場所に駐車して作業を行いま

しょう！ 

 ⑵昇降板のストッパーを使用しましょう！ 

 ⑶昇降板に同乗しての昇降は行わないよう

にしましょう！ 

 ⑷ロールボックスパレットのキャスタース

トッパーを掛けましょう！ 

 

  

講話終了後には、柴谷事務局長から、岩手

県支部会員事業場対象に岩手県支部実施の全

ての技能講習、安全衛生教育に係る受講料の

一部を助成していることの紹介とともに閉会

の挨拶があり、研修会は閉会しました。 

陸運業における死傷災害は荷役に関連した

災害が多発しており、荷役災害防止により一

層の取組が必要であり、厚生労働副大臣から

の要請においても、ロールボックスパレット

及びテールゲートリフターの安全な取扱い方

法の徹底が求められています。こうしたこと

からも本研修会は時宜にかなったものと考え

られます。参加者は岩手労働局、安全管理士

の講話をメモを取りながら真摯に受講されて

いました。 

堀野陸災防安全管
理士 

研修会資料：｢ロールボックスパレット・テールゲートリフター｣使う前の5つの基本チェックリスト 

http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_5check.pdf
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_5check.pdf
http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2021/09/rollboxpallet_5check.pdf


陸運と安全衛生 №632 令和4年1月（毎月1回10日発行）                              （10） 

 

【新連載】陸災防の労働災害防止サポートをご活用ください！ 

｢労働災害防止活動推進への個別支援｣による事業場の変化・対策 
       陸上貨物運送事業労働災害防止協会 本部 安全管理士 

陸災防では会員事業場への「労働災害防止活動推進への個別支援事業」（以下「コンサルティ

ング」という。）を行っております。本連載では荷役労働災害防止対策のためのコンサルティン

グを実施しました事業場へのコンサルティング内容、終了後の事業場の変化・対策等を紹介して

まいります。 

今回は荷役災害発生事業場へコンサルティングを行った際、稀なケースですが、リスクアセス

メントの本質安全化で対応した事例がありましたので、ご紹介いたします。 

１ コンサルティング実施事業場及び実施時期 

⑴実施事業場  陸運業 従業員数7名 車両台

数10台 中国地方 

⑵実施時期  令和3年8月 

２ コンサルティング内容 

⑴荷役労働災害内容詳細 

  時期  令和3年5月 

  被災者  67歳 経験30年 

  発生状況 荷主先にてトラック荷台（平ボディ）

で積卸し作業中に荷台上に置いてあった荷

役用器具（スタンション）に気付かず躓いて

荷台上（1.5ｍ）から転落して、左大腿骨を骨

折した。保護帽、安全靴を着用していた。頭

部への外傷は無し。 

⑵事業主の経営方針 

ア  社員の生活を第一に考えての事業運営と収

益より安全第一の経営を行う。 

イ  社員とのコミュニケーションを第一として、社員

の考えを理解して経営に反映する。 

ウ  安全と技術・技能教育を継続的に行う。 

エ  [目標]会社で安全を含めた基本教育を行

い、現場で考えられる社員の育成と秩序維持

の達成 

⑶経営方針に対する実践状況 

ア  新規客先の開拓、既存客先の振興拡大を通

じた事業展開により、経営の安定を通じた従業

員の生活基盤の安定を図っている。 

イ  事業主と社員とのコミュニケーションを通じて

社員の意見集約と経営方針の伝達を行って

いる。 

ウ  事業所訪問時に現場での挨拶の励行や4S

の徹底と社員同士のコミュニケーションが良好

であり、事業主の方針が徹底されていると考え

られる。 

⑷コンサルティング内容の特記事項 

ア  トラック荷台からの転落原因では、約10%が今

回の様な荷の取扱い中です。作業マニュアルの

整備・周知により荷役用器具の仮置場所の指定

を含めて検討してください。 

イ  荷台からの転落原因の約40%が荷台への昇

降時のため、この機会にステップ、グリップ等の

転落防止対策も検討してください。 

ウ  安全管理、現場管理を事業主（社長）へ過度

に依存していると思われます。安全管理や現

場管理では、現場の人間関係を考慮して後継

者を決めて対応されることをお勧めします。 

   特に従業員が10名を超えると、一人での対

応は難しくなることが予想されます。 

エ  陸災防でも各種教育は行っていますので、

活用を検討してください。 

⑸コンサルティング終了後の事業場対策 

ア  新たな経営方針として荷役作業は行わない

ことにする。 

イ  平ボデイを廃止して、バン型トラック、トレー

ラーにて業務を行う。 

ウ  被災した労働者に対しては、復帰後はバン

型トラックへの搭乗を考えている。 

３ 考察 

⑴事業場訪問時は従業員の挨拶の励行、現場

の4Sや雰囲気を通じて事業主の経営姿勢が

感じ取れました。 

同時に事業主への過度な依存が見受けられま

したので、後継者の育成が今後の課題と考え

られます。 

⑵今回の対策はリスクアセスメントの中では「本質

安全化」（危険作業を無くす・見直し・改善して

仕事の計画段階からの除去・低減措置）に該

当します。 

通常は難しいことですが、事業主の決断、長年

の輸送実績及び荷主先との強固な信頼関係

により実現できたものと考えられます。 

稀な事例ですが、参考にしてください。 

 

ご安全に 

第１回 
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【連載】        

 

（第１回） 

テーマ ｢上司がストレス・上手くいく人、 
     違いは父親との関係性か！」 

精神科医 夏目 誠 

事例 
29歳の佐田さんは課長が、なぜか苦手 
 メーカー総務課に勤務している佐田太郎さん(仮称・以下同じ)は入社7年目で、総務課

に配属されて8か月になります。悩みは直属課長である、49歳の課長が苦手なことです。

上司から指示がある時、叱られているように感じます。声が大きいのだけでなく厳しい指

導が多いから。でも、それだけではないようです。苦手意識があるので、つい避けがちに

なります。 

課員の評価を聞いても、評判はそこそこで問題がある人ではない。周りの意見から、「僕

にも課題がある。そう言えば、前の上司である経理課長も苦手だった」と、悶々とする日々

を過ごす。 

 

同僚は上司と談笑しているのに‥‥ 
 そんな彼にとって、気になる同僚がいます。田上さんです。「羨ましいなぁ、彼のよう

になりたい」と、ひそかに思っていました。なぜかって？彼は佐田さんが苦手としている

課長や部長、先輩などと自然に、話しているからです。どうして、こんな違いが生じるの

か？何が原因なのか知りたくなってきました。あと30年以上もあるサラリーマン生活を

送るために重要なことだからです。 

 

仲間に相談 
 そこで取りあえず学生時代の仲間である愛崎さんに相談しようと思い、居酒屋で待ち

合わせました。連絡をしたら、開口一番「佐田か？珍しいなぁ！お前から連絡があるって。

同好会でも付き合いが悪いのに。何かあったのか？」と聞くので、「急に電話してすまん。

相談に乗ってほしいんだ。実は直属課長と上手くいかないんだ。厳しい課長だが、欠陥が

ある人ではない。何とかしたいので。」と応えれば、「わかった。わかった。確かにお前は

昔から年長者、教授を含めギクシャクしていたからな。居酒屋が良いだろう」と、店まで

予約してくれました。彼が最後に言った「お前は昔から年長者が苦手だ」と言う言葉に思

い当たる節がありました。「教授も課長も年長者だ、彼らが苦手か？」とつぶやいたのです。 

 

親父と上手くいってなかった‥‥ 
仲間と会って、雑談からお酒が廻るころから相談モードに。愛崎さんは「佐田、お前は

まじめだから、仲間の評判は悪くない。ただ、教授やサークルの先輩などとの関係はギコ

チナイよ。距離を置いていると言うのか、避けたい感じがあるね。なぜ年長者と上手くい

かないか？」佐田さんは「助言ありがとう。君に会う前から自分を振り返ったのだが、父

 皆様から好評を博しております精神科医夏目誠先生ご執筆による「マコマコ博士のメンタルヘル

ス」につきましては、夏目先生のご厚意により令和4年も引き続き連載いたします。ついては今号よ

り「マコマコ博士のメンタルヘルス2022」としてあらためて連載スタートいたします。今後ともメ

ンタルヘルス（心の健康）確保にお役立てください。  
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親との関係がギクシャクしていた。厳しい親父でよく叱られたよ。殴られたこともある

んだ。小学校高学年ごろから、親父を避けがちになった」と話す。愛崎さんは「父親はそう

いう人もいるだろう。それで逃げるのか？」と言えば、「社会人になって思うのだが、僕は母に似た、

多少なりとも“甘えられる”人が好きだ。そのせいか？」と話す。 
 

 

マコトの一言

多くの上司と上
手くいかない人、
共通点がある
と思いますが？

深層心理で「苦
手な父」と「上
司」が置換。

上司が父に
見える

秋吉｜夏目

産業医面談で、父と上司の「置換」を理解 
 このような経緯があり、彼は毎年社内で実施されるストレスチェックの「高ストレ

ス者面談」に訪れました。 

「『先生、上司が苦手なのは、父親と上手くいっていないせいですか』と仲間の話か

ら気づきました。そういうことは、あるのでしょうか？」と、問いかけました。 

 そこで私は精神分析の創始者であるフロイドの「置き換え」について、以下のよう

に説明しました。「本人は意識していないのですが、無意識の世界（深層心理）で『苦

手な父』が『上司』に置き換わる、“置換”という行為が生じること、そのために『上

司が苦手になる』ことがおこりえます」と説明した。 

 彼は「わかります。それでスッキリしました。上司と父親は別人ですね」と内省す

るので、「そうそう、別人ですから、今までと違った態度で上司と接してください」と

助言しました。 

 

上手くいかない、「父との関係性」を振り返える！ 
 上司や年長者と上手くいかない人は、事例のように苦手な親父と混同していないか

どうか（置換のメカニズム）を、検討してください。すべてがそうではないが、3分の

2くらいは該当しています。 

対処のヒントにつながることが多いです。 
 

 最後に「マコトの一言」で締めさせてもらいます。 
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【連載】 安全衛生水準向上にお役立てください！ 

災害事例に学ぶ「労働安全衛生関係法令」 

災害事例 

安衛則の適用 

(6) 昇降設備について                 

荷の積卸し作業を行う際、積み荷の上に昇降

するときに墜落・転落災害が多く発生している状

況にあります。最大積載量5ｔ以上のトラックに荷の

積卸し作業を行う場合は、床面と積み荷の上面と

の間を労働者が安全に昇降するための設備を設

けることが必要になります。 

 

〇月×日、運送会社の運転手Ａは、荷主構内の

詰所で、配送先への伝票整理等をしながら待機し

ていたところ、荷主の担当者から平ボディ(最大積

載量8ｔ)に、梱包された製品の積込みが完了した

旨の連絡を受けた。運転者Ａは、配送先までは2

時間弱の運行時間を見込んでいたので、ラッシン

グの固縛のみで走行する予定でいたが、徐々に

天候が崩れる予報が発表

されたことから、運転手Ａは

一人で、荷台の積荷部分

の上面にシートを掛けよう

と、運転席側のサイドガー

ド最上段(地上高約60㎝)

に片足を載せて、アオリ(地

上高約1.4ⅿ)に上がろうと

したところ、足元が滑って

身体のバランスを失い約

1.4ⅿ下の地面に転落して

被災した。この平ボディには、キャビン外側部など

に固定梯子は設けられていなかった。 

 

最大積載量5ｔ以上の貨物自動車に荷の積み

おろし作業を行う場合は、労働者が安全に昇降す

るため「はしご」等の設備を使用しなければならな

いことが定められています。 

本災害事例については、安衛則上の適用を検

討するに、「運転手Ａは、天候が崩れる予報が発表

されたので、積荷の上面にシートを掛けようと、サイ

ドガードに片足を載せ、アオリに上がろうとしたとこ

ろ、身体のバランスを失って約1.4ⅿ下の地面に

転落して被災した」という発生状況である。なお、ト

ラックには固定梯子は取り付けられておらず、着

脱可能な梯子も準備されていなかった。また、荷主

構内にはプラットホーム等は設置されておらず、

移動用作業台や脚立などの昇降設備も準備され

ていなかった。 

これらのことから、運送会社Ａでは最大積載量5

ｔ以上の貨物自動車への荷の積卸し作業に労働

者を従事させることが想定されたにもかかわらず、

地面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降す

るための設備を設けていなかったことが認められ

るので、安衛則第151条の67第1項が適用される

ものと考えられます。 

なお、最大積載量5ｔ以上の貨物自動車の荷の

積卸し作業においては、作業の特殊性から、通常

の墜落防止措置を行うことが困難であるため、保

護帽の着用が必要となります。 

また、タンクローリー、バルク車のタンク上部で、

バルブの開閉等の作業を行う場合には、墜落防

止措置として安全帯の着用等が必要になります

ので留意してください。 

次号は、荷役用機械の移動式クレーンを用いる

場合に、作業の安全を図るために講じなければな

らない措置について説明します。 

第８回 

安衛則第151条の67 (昇降設備) 

事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自

動車に荷を積む作業 (ロープ掛けの作業及び

シート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五ト

ン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解

きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき

は、墜落による労働者の危険を防止するため、当

該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の

上面との間を安全に昇降するための設備を設け

なければならない。 

安衛則第151条の74 (保護帽の着用) 

事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動

車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート

掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以

上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの

作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき

は、墜落による労働者の危険を防止するため、当

該作業に従事する労働者に保護帽を着用させな

ければならない。 

作業イメージ図 
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陸上貨物運送事業の労働災害の70％は、ト

ラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作

業中に発生しています。さらにその70％は荷

主等（荷主、配送先、元請事業者等）の事業

場で発生しています。このため、厚生労働省

では陸運業の荷役災害を防止するため、平成

25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作

業の安全対策ガイドライン」（以下「荷役ガイ

ドライン」といいます。）を策定し、陸運事

業者と荷主等が連携したそれぞれの取組事項

を示しました。 

この荷役ガイドラインでは、陸運事業者及

び荷主等それぞれに、荷役災害防止の担当者

をおくとともに、荷役災害防止に必要な安全

衛生教育を実施することを求めています。 

本年度、当協会で

は、厚生労働省の補

助事業として、「荷

主等の荷役災害防止

担当者」に対する安

全衛生教育の講習会

を全国47か所で開催いたします。受講料は無

料です。 

荷主等の企業の皆さまの積極的なご参加を

お願いいたします。 

講習会への参加を希望される方は、下記の

開催地の陸災防支部にお申し出いただくよう

お願いいたします。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

【受講料無料】荷役ガイドラインに準じる講習会     

荷役災害防止担当者教育講習会(荷主向け)のご案内 
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     高年齢労働者に配慮した陸運業のための 
    労働災害防止対策セミナー（受講料:無料） 

昨今、高年齢労働者の就労が一層進んでおり、60歳以上の労働災害も増加傾向にあります。

この現状を受け、厚生労働省では、令和2年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガ

イドライン（エイジフレンドリーガイドライン）」を策定しました。このセミナーでは、高年

齢者の災害の現状、行動特性、災害事例などを紹介し、陸運業において高齢者の労働災害防止

対策をどのように進めていくかを提案します。 

また、本セミナーでは、「交通労働災害防止のためのガイドライン」及び「荷役作業安全ガ

イドライン」で高年齢者に配慮する事項についても解説します。多数の皆さまのご参加をお待

ちしております。 
  

｢高年齢労働者に配慮した陸運業のための労働災害防止対策セミナー｣のご案内 
 内 容 高年齢労働者の労働災害防止対策について 

 定 員 約50名(先着順)  

 参加費  無料 

 申込方法  陸災防都道府県支部へご連絡ください。 
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陸災防では、12月1日から1月31日まで「年末･年始労働災害防止強調運動」

を実施し、災防指導員の巡回指導をはじめとして様々な取組を実施中です。 

スローガンを「荷主と連携 安全点検 小さなことから確実に」とし、本年

死傷災害が多発している荷役災害を中心に、労働災害防止対策への取組を一層

進めてまいります。 

各企業・事業場におかれましては、労働安全衛生関係法令及び陸運労災防止

規程を遵守することはもとより、「職場の安全衛生自主点検表」を用いて安全

衛生管理体制を確認いただくとともに、経営者と従業員が一致協力して自主的

な安全衛生活動を継続的・効果的に展開いただきますようお願いいたします。   
「実施要綱」及び「職場の安全衛生自主点検表」↓ 

http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/pdfs/boushi_youkou.pdf 

 

「年末･年始労働災害防止強調運動」実施中です！ 
～ 12 月 1 日から 1 月 31 日 ～ 

運動紙のぼり 

腰痛にならない働き方を学ぼう！ 
  

職場における｢腰痛予防サイト｣を公開しました - 厚生労働省 
  

（委託業者／株式会社平プロモート  協力／陸上貨物運送事業労働災害防止協会） 

 陸上貨物運送事業に従事される方が、腰痛予防を学び、実施す

るための各種動画を公開しました。基本的な業務に関連した内容

から、管理監督者が把握しておくべき知識や実施すべき内容ま

で、幅広くご覧いただくことができます。 

 次のURLからご覧ください。 

https://yotsu-yobo.com/rikujou_kamotsu/ 

腰痛予防サイト 

QRコード 

http://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/pdfs/boushi_youkou.pdf
http://rikusai.or.jp/health_and_safety/safety_youhin/#safetytext__link2
http://rikusai.or.jp/health_and_safety/safety_youhin/#safetytext__link2
https://yotsu-yobo.com/rikujou_kamotsu/
https://yotsu-yobo.com/rikujou_kamotsu/
https://yotsu-yobo.com/rikujou_kamotsu/
https://yotsu-yobo.com/rikujou_kamotsu/
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令和4年度｢ ｣を します！  

 
当協会では、陸運業で働く人々の安全と健康を守り、労働災害の防止に取り組んでいくことを呼びかける

「安全衛生標語」を募集いたします。 

入選作品は最も優れたものを最優秀賞、それに次ぐものを優秀賞とし、令和4 年11 月10 日(木)に広島県

広島市にて開催する第 58 回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会in広島において表彰するとともに、

当協会のホームページや広報誌｢陸運と安全衛生｣で公表いたします。 

なお、入選作品は、当協会の安全ポスター等に用いる他、会員企業・事業場で広く活用していただくこととし

ております。 

皆様から多数の応募をお待ちしております。 

 

企業・事業場における安全衛生意識の高揚を

図り、自主的な安全衛生活動の推進に寄与する

こと。 
 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 
 

 

 次の 3 部門について、陸運業で働く人々の安

全と健康を守り、労働災害の防止に取り組んで

いくことを、具体的かつ簡明な表現で呼びかけ

るもの 

⑴ 荷役部門 

荷役作業における労働災害の防止を呼び

かけるもの 

[テーマ例] 

ア 荷役作業時の墜落・転落又は転倒の

防止に関するもの 

イ 荷主等との連携に基づく災害防止に

関するもの 

ウ 高年齢労働者の荷役労働災害防止に

関するもの 

エ 法令の遵守や自主的な安全衛生活動

の推進に関するもの 

オ 危険予知活動、リスクアセスメント

等の実施に関するもの 

カ フォークリフト、ロールボックスパ

レット等による災害防止に関するもの 

キ 第 13 次労働災害防止計画の最終年

度の取組に関するもの 

 

 

⑵ 交通部門 

交通労働災害の防止を呼びかけるもの 

  [テーマ例] 

ア 過労運転防止のための運行管理（適

切な休憩の付与等）に関するもの 

イ 高年齢運転者の交通労働災害防止に

関するもの 

ウ 法令の遵守や自主的な安全衛生活動

の推進に関するもの 

エ 交通 KY（交通危険予知活動）の実施

に関するもの 

オ 安全運転の実施に関するもの 

⑶ 健康部門 

健康の確保・増進を呼びかけるもの 

  [テーマ例] 

ア 健康診断の実施と事後措置の徹底に

関するもの 

イ ストレスチェック等のメンタルヘル

ス対策に関するもの 

ウ 過重労働対策（恒常的に時間外労働

を発生させない労働時間管理等）の徹

底に関するもの 

エ 腰痛予防に関するもの 
 

 

 次のいずれかに該当する方（家族の方を含み

ます。） 

⑴ 当協会の会員事業場の役員・従業員であ

る方 

⑵ 当協会の労働災害防止活動にご理解･ご支

援をいただいている企業、団体、事業場等の

役員・従業員である方 

⑶ 当協会支部の役職員の方 

募集の目的 

主催 

標語のテーマ 

応募の資格 
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⑴ 作品は、自作で、未発表のものに限ります。 

どの部門についても応募いただけますが、

1 部門の作品数は、お一人につき、3 点以内と

してください。 

⑵ 応募用紙は、当協会のホームページからダ

ウンロードできます。「令和 4 年度『安全衛生

標語』募集のご案内」のページをお開きくだ

さい。 

この応募用紙は、「個人用」と「事業場一括

応募用」の 2 種類があります。事業場で何人

かの方々の作品を取りまとめて応募される

場合には、「事業場一括応募用」の用紙をお使

いください。 

⑶ ホームページからダウンロードした応募

用紙によらない場合は、応募作品のほか、必

ず次の事項を記載した内容のものでご応募

ください。 

ア 応募者の氏名とふりがな 

イ 応募者の勤務先 

  勤務先名（例えば、○○会社○○支店○

○…○○課） 

勤務先の住所・郵便番号と電話番号 

ウ 応募する部門の別（「荷役」、「交通」、「健

康」） 

事業場で何名かの方々の作品を取りまと

めて応募される場合には、どの作品がどの方

のものであるかも明らかにしていただき、ま

た、応募の取りまとめをされた方の氏名と連

絡先も記載してください。 

⑷ 記入を終えた上記⑵又は⑶の応募用紙等

は、E メール、ファックス、郵送（葉書、封

書）等の方法により、当協会あてお送りくだ

さい。 

⑸ 上記⑵又は⑶の応募用紙等に記載された

個人情報は、当協会が責任をもって管理し、

入選作品の選考時における確認と入選の通

知、賞品の発送及び入選者の公表のためのみ

に利用し、その他の目的での使用や第三者へ

の提供はいたしません。 
 

 

令和 4 年 4 月 15 日(金) 

 郵送による場合は、4 月 15 日当日までの消

印のあるものを有効とします。 

 

⑴ 入選作品数は、次のとおりとし、また入選者

には、表彰状のほか次の賞品をお贈りします。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 令和 4 年 5 月に、当協会において入選作品

を決定して、入選者ご本人又は応募の取りま

とめをされた方に通知いたします。なお、作

品の文言について、より具体的かつ簡明な表

現となるように、若干の変更をお願いする場

合があります。 

  令和 4 年 11 月 10 日(木)開催の第 58 回全

国陸上貨物運送事業労働災害防止大会 in 広

島の式典で、入選作品とともに、入選者の方

に対する表彰を行います。また、代表 1 名の

方については、式典当日、当協会の会長から

直接、壇上にて表彰状及び賞品をお渡しいた

します。なお、自宅（又は職場）から大会会

場（広島県広島市）までの往復の交通費及び

宿泊費は、ご負担いただきますようお願いし

ます。 

⑶ 入選作品は、令和 4 年 5 月に当協会のホー

ムページにて公表するとともに、広報誌｢陸

運と安全衛生 6 月号｣に掲載します（いずれ

も、作者の氏名、勤務先の会社、団体等の名

称、所属する都道府県支部名を含みます。）。 

⑷ 入選作品の著作権は、当協会に属するもの

とします。 

  また、入選作品は、当協会が作成する安全

ポスター等の印刷物、ホームページ等で用い

る他、会員企業・事業場で広く活用していた

だきます。 

 
 

〒 108-0014 東京都港区芝 5-35-2 10 階 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

業務部 広報課 

TEL : 03-3455-3857 ／ FAX : 03-3453-7561 

E-mail : r4hyougo@rikusai.or.jp 

 
 

http://www.rikusai.or.jp/ 

  入選作品数 賞品 

最優秀賞 
3作品（各部門ご

とに、1作品） 

2万円分の図書

カード 

優秀賞 
3作品（各部門ご

とに、1作品） 

5千円分の図書

カード 

入選 
6作品（各部門ご

とに、2作品） 

3千円分の図書

カード 

応募の方法 

募集の締切 

入選作品 

応募先・お問合せ先 

ホームページ 

http://www.rikusai.or.jp/
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  災害事例 
   と 
その対策 

テールゲートリフター(以下｢TGL｣という。)

は、パワーゲートやリフターなどとも呼ばれ、

近年、荷役作業現場で多く使われるように

なってきています。また、一人で多くの荷を扱

うことができるロールボックスパレット(以下

｢RBP｣という。)との組み合わせで、その使用機

会は益々多くなってきていますが、それとと

もに災害発生のリスクも増しています。 

厚生労働省も、令和2年に発生した陸運業の

荷役作業における災害のうち約1,000件が

RBPの取扱い作業中に被災、とりわけTGL利

用時が約2割で、なかでも「作業者あるいは荷

が倒れたり転落する災害」が65％を占めてい

る、と注意喚起しています。 

今回取り上げた災害は、近時この多発する

TGL使用時における「荷及び作業者の転倒・転

落、下敷き事故」です。足の甲を骨折し休業が

約3月に至る災害を招いたものですので、以下

検証します。 

 

１ 事業の種類：一般貨物自動車運送業 

(労働者数：約130名うちドライバー約120名) 

２ 発生月時：4月 午前10時頃 

３ 被災者：トラック運転者 

（56歳、経験10年） 

４ 傷病の程度：右足リスフラン関節骨折 

５ 災害発生状況 

•荷主工場（精密機械製造業）出荷場において、

車両のTGLを使用し、キャスター付き（本体付

属アジャスタータイプ）架台装置（精密分析装

置、重量約300㎏）を荷主側作業員と2人でリフ

ター昇降板に押し上げ、左右に別れて支えな

がらリモコンで昇降板を上昇させようとした

際（片手で支え、もう一方の手でリモコン操

作）、荷の架台装置が動き出し地面に接地後転

倒。被災者（トラック運転者）も架台と共に倒

れ右足首が下敷きとなった。 

•アジャスターの締付けが甘く架台が動いたこ

ととともに、TGLの昇降板のストッパーは、当

該荷の分析装置本体に傷を付けないためとし

て使用していなかった。 

６ 原因と対策 

本件のような荷積み作業については、本来、

「積卸し作業指揮者」（一の荷でその重量が

100㎏以上の物を貨物自動車に積卸す作業に

必要。安衛則151条の7）の直接指揮のもとで安

全な作業方法を確認し、もちろんTGLの昇降板

のストッパーを立ち上げて行うべき積込み作

業であったものです。 

荷主側は、昇降板の使用は荷である装置に傷

を付けるとしてその使用を控えさせながら、被

災者と補助作業員1名で作業を行わせた結果、

被災者は荷を片手で支えながら昇降板のリモ

コン操作に手を伸ばすという、極めて危険な行

動を強いられたものといえます。 

高額の分析装置が荷事故になるとともに従事

者に大きなけがを負わす結果となっています。 

 この災害を受けて、陸運事業者側では、幅厚

で高さの低い長尺の硬質ウレタン製当て物を

製作し、これを昇降板ストッパーにあてがわせ

ることによって、ストッパーを立ち上げても荷

に傷を付けない工夫をして、ストッパーを使用

できるよう改善措置を取るとともに、荷主側

も、荷揚げ補助作業員を2名配置して従事させ

る、といった作業方法に改めました。 

 厚生労働省でも「テールゲートリフターを安

全に取り扱うため」として、かねてから 

⑴平坦な場所で使用する（※＋周囲の確認） 

⑵積載重量を遵守し、昇降板の中央部に荷を配

置する 

⑶昇降板・キャスターそれぞれのストッパーを

使用する 

⑷周辺の安全を確保し、三角コーン等を配置す

る（※＝作業区画の明示、立入禁止区域の設

定） 

⑸作業にふさわしい装備をする（※＝保護帽、

保護手袋、安全靴） 

⑹始業前点検・定期点検を実施する 

との「守るべき基本ルール６」を示しています。 

 また、TGLの操作は昇降板から離れて操作す

ること、作業者は昇降板に乗って操作しない、

ことも求めています。 

 

TGLでの積卸しには多くの危険が潜在して

いる（とりわけRBPとの組合作業では）ことを

心し、その取扱いについては、正しい手順・方

法を取るよう、一層の社員教育に努めなければ

ならないところです。 

テールゲートリフター使用時の荷の転倒 

による下敷き！ 必ずストッパーを!! 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000212477.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000212477.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000212477.pdf
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業種別労働災害発生状況 (令和3年速報) 
令和3年12月7日現在 

資料出所：厚生労働省 

業種、事故の型別死亡災害発生状況 （令和３年1月～11月） 
令和3年12月7日現在 

業種、事故の型別死傷災害発生状況 （令和３年1月～11月） 
令和3年12月7日現在 

(注） 上記2表の右端の列の「その他」は、「墜落・転落」～「交通事故（その他）」以外をまとめたもの 
詳細は、陸災防ホームページhttp://www.rikusai.or.jpに掲載 

[死亡災害] 

  死亡災害は前月から6人増加し76人(前年同月比+4人)となった。事故の型別で見ると、｢交通事故

(道路)｣が35人で、前年同月比+10人と死亡災害の中で最も多く発生しており、その割合は46.1％と約

半数を占めている。次いで｢墜落・転落｣が11人(前年同月比−6人)、｢はさまれ・巻き込まれ｣が8人(前

年同月比−4人)と続いている。 

[死傷災害] 

 死傷災害は前月から1,372人増加し13,903人(前年同月比+913人)となった。事故の型別の状況を前年

同月の状況と比較すると、｢転倒｣(+269人)、｢動作の反動・無理な動作｣(+213人)、｢墜落・転落｣

(+134人)が大きく増加しており、荷役作業に関連する災害が継続して増加している現状にある。一方

で、｢高温・低温物との接触｣(−69人)、｢切れ・こすれ｣(−14人)が減少している。 

死亡者数 構成比 死亡者数 構成比 増減数 増減率 死傷者数 構成比 死傷者数 構成比 増減数 増減率

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

全 産 業 696 100.0 651 100.0 45 6.9 123,165 100.0 102,846 100.0 20,319 19.8

製 造 業 116 16.7 111 17.1 5 4.5 23,614 19.2 20,951 20.4 2,663 12.7

鉱 業 11 1.6 5 0.8 6 120.0 188 0.2 171 0.2 17 9.9

建 設 業 243 34.9 222 34.1 21 9.5 13,502 11.0 12,352 12.0 1,150 9.3

交通運輸事業 15 2.2 8 1.2 7 87.5 2,404 2.0 2,174 2.1 230 10.6

陸上貨物運送事業 76 10.9 72 11.1 4 5.6 13,903 11.3 12,990 12.6 913 7.0

港 湾 運 送業 4 0.6 4 0.6 0 0.0 318 0.3 284 0.3 34 12.0

林 業 27 3.9 31 4.8 -4 -12.9 1,063 0.9 1,108 1.1 -45 -4.1

農業、畜産・水産業 29 4.2 26 4.0 3 11.5 2,604 2.1 2,576 2.5 28 1.1

第 三 次 産業 175 25.1 172 26.4 3 1.7 65,569 53.2 50,240 48.8 15,329 30.5

令和3年１月～11月 令和2年１月～11月

[速報値]
前年比較

[速報値]

死亡 死傷

[速報値] [速報値]
前年比較

令和3年１月～11月 令和2年１月～11月

合計 墜落・転落 転倒 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

その他

全 産 業 696 179 17 32 34 57 120 114 5 138

製 造 業 116 24 1 8 1 9 46 7 0 20

建 設 業 243 90 4 10 25 18 27 20 1 48

交 通 運 輸 事 業 15 1 2 0 0 0 0 3 0 9

そ の 他 246 53 8 9 5 25 39 49 4 54

陸上貨物運送事業 76 11 2 5 3 5 8 35 0 7

同上対前年増減 4 -6 2 1 0 0 -4 10 -1 2

合計 墜落・転落 転倒 激突 飛来・落下 崩壊・倒壊 激突され
はさまれ・
巻き込まれ

交通事故
（道路）

交通事故
（その他）

動作の反動・

無理な動作
その他

陸上貨物運送事業 13,903 3,785 2,369 1,014 589 382 652 1,328 678 6 2,454 646

同上対前年 増減 913 134 269 22 24 16 9 9 55 -6 213 168
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陸運業 死亡災害の概要(令和３年11月) 令和3年12月7日現在 
陸災防調べ 

http://rikusai.or.jp/safety_youhin/%e5%ae%89%e5%85%a8%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc-no80/
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8ページで紹介しました研修会の資料をご購入いただけます！ 
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